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項目 担当班 ページ 

第１節 災害予防の基本的な考え方 全班 5 

第２節 災害予防の体系 全班 7 
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第１節 災害予防の基本的な考え方 

（ 全班 ） 

本市において風水害等から市民の生命・財産の安全を確保するための災害予防対策は大別して

「災害に強いまちづくりのための対策」、「災害に強い人づくりのための対策」及び「迅速かつ

円滑な災害応急対策のための事前措置」の３つに区分することができる。このうち「災害に強い

まちづくりのための対策」は、災害防止のためのハード対策であり、「災害に強い人づくりのた

めの対策」及び「迅速かつ円滑な災害応急対策のための事前措置」は、災害の発生に備え、被害

を最小限とするための事前に措置すべきソフト対策である。施策の推進にあたっては、産学官が

連携し、先端技術の導入等により、災害予防の高度化に取り組んでいく。 

１ 災害に強いまちづくりのための対策 

ハード整備による予防を完璧に実施することは、物理的にも予算的にも困難である。 

そのため、本項で言う「災害に強いまちづくり」とは、災害の発生を抑制したり、発生したと

しても被害を最小限に止めるための対策である。主な内容は以下のとおりである。 

(1) 災害発生・拡大要因の低減（斜面、堤防、護岸等における防災事業による） 

(2) 防災まちづくり（防災施設の予防管理、都市・地域の防災環境の整備） 

(3) 建築物の予防対策（災害に強い建築物の整備） 

(4) 農林水産物の災害予防対策 

(5) 防災調査研究（災害危険箇所等の調査） 

２ 災害に強い人づくりのための対策 

防災訓練、防災知識の普及・啓発活動、消防団・自主防災組織の育成・強化事業を通じて、防災

関係機関職員や市民の防災行動力を向上させ、災害に際して適切な行動がとれるようにするため

の対策である。主な内容は以下のとおりである。 

(1) 自主防災組織 

(2) 防災訓練 

(3) 防災教育 

(4) 消防団・ボランティアの育成・強化 

(5) 高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）

の安全確保（旅行者・外国人対策含む） 

(6) 帰宅困難者の安全確保 

(7) 地域ごとの避難計画の策定 

(8) 市民運動の展開 
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３ 迅速かつ円滑な災害応急対策のための事前措置 

迅速かつ円滑な災害応急対策を実施するために必要な活動体制・活動条件の整備や物資等の整

備に関する事前対策である。主な内容は以下のとおりである。 

(1) 初動体制の強化（職員配備・災害対策本部設置方策、情報収集・伝達体制の整備） 

(2) 活動体制の確立（職員の防災能力向上、物資等の調達体制の充実、応援体制、交通・輸

送体制、広報体制、防災拠点の整備等） 

(3) 個別応急対策の迅速かつ円滑な実施のための事前措置の充実（生命・財産への被害を最

小限とするための事前措置、被災者の保護・救援のための事前措置） 

(4) 救助物資の備蓄（救助物資の品目・量・備蓄場所） 
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第２節 災害予防の体系 

（ 全班 ） 

第２章から第４章に示す災害予防の体系は、以下のとおりである。 

 

 

 

  

初動体制の強化 

活動体制の確立 

個別応急対策の迅速かつ円滑な実施 

のための事前措置の充実 

救助物資の備蓄 

災害危険区域の対策 

防災施設の災害予防管理 

北部地区大規模氾濫に関する減災対策協議会 

水災防止対策の実施 

都市・地域の防災環境整備 

 

防災訓練 

防災教育 

消防団・ボランティアの育成・強化 

市
民
の
生
命
・
財
産
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
災
害
予
防
対
策
の
推
進 

要配慮者の安全確保 

帰宅困難者の安全確保 

地域ごとの避難計画の策定 

市民運動の展開 

被害の未然防止事業 

迅速かつ円滑な災害応急

対策のための事前措置 

(第４章) 

災害に強い 

人づくり 

(第３章 ) 

災害に強い 

まちづくり 

(第２章 ) 

自主防災組織 

防災調査研究の推進 

建築物の災害予防 
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